
平成２４年度２・３級販売士資格更新のご案内 

 

販売士制度は、変化の激しい小売・流通業界の第一線で活躍し続けていただくため、

販売士としての資質の維持・向上を目的に５年ごとの資格更新制度を設けております。 

資格の有効期限が平成２５年３月３１日の方は、所定の資格更新手続きを行うこと

が必要です。 

資格更新手続き方法等につきましては、下記をご覧ください。 

販売士資格は、商工会議所が認定し、社会から高い信頼を得ている資格です。所定

の手続きにより資格を更新され、是非、引き続き販売士資格を保持し、有効にご活用

くださいますようご案内いたします。 

 

記 

Ⅰ．更新対象者 

  資格の有効期限が平成２５年３月３１日の方 

 

Ⅱ．資格更新の要件 

  資格更新手続きには、次のいずれかの要件を満たさなければならないと定められ

ております。 

①資格更新講習会を修了・・下記（１）を参照 

②通信教育講座を修了・・・下記（２）を参照 

③上級資格の取得・・・・・下記（３）を参照 

 

（１）資格更新講習会 

資格更新講習会を受講・修了していただき、所定の資格更新手続きを行うことに

より販売士資格を更新することができます。 

当所では、下記の日程で資格更新講習会を開催致しますので、所定の手続きによ

りお申込みくださいますようお願い致します。 

開催日時／平成２５年２月１０日（日）午後１時３０分～ 

       ３級：午後４時３０分まで  ２級：午後６時３０分まで 

開催場所／野田商工会議所（欅のホール５階）大会議室 

受付期間／【ネット申込】平成２４年１２月３日(月)～平成２５年１月１０日(木) 

                    URL http://www.nodacci.or.jp 

       【窓口申込】平成２４年１２月３日（月）～平成２５年１月１１日（金） 

                   ①受講申込書 ②販売士認定証 ③受講料 

                          上記３点を添えて、野田商工会議所にて申込手続きを行ってください。 

（土日・祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時３０分） 

http://www.nodacci.or.jp/
http://www.nodacci.or.jp/pdf/H24ko-sinko-shu-mousikomi.pdf


定  員／９０名（定員になり次第締切ります。） 

受 講 料／３級：４，０００円  ２級：５，０００円 

※講習会を受講された方は、当所にて更新手続きを行っていただきます。 

その為、新しい認定証（カード）の発行団体は野田商工会議所となりますので

ご了承ください。 

 

（２）通信教育講座 

   資格更新講習会を受講せずに更新する場合、日本販売士協会の資格更新通信教

育講座を受講・修了し、所定の資格更新手続きをすることにより更新を行うこと

ができます。通信教育講座の内容や申込等の詳細につきましては、日本販売士協

会までお問合わせください。 

（社）日本販売士協会 TEL：０３－３５１８－０１９１ 

受 講 料／２級：５，１００円  ３級：４，０８０円 

 

（３）上級資格の取得 

     資格更新対象となる級より上位の級を取得しており、かつ該当上位級の資格が

有効期限内である方は、資格更新講習会や通信教育講座を受講・修了することな

く、所定の資格更新手続きを行うことにより、販売士資格を更新することができ

ます。 

 

Ⅲ．資格更新手続きの方法 

受付期間／平成２４年４月２日（火）～平成２５年３月２９日（金） 

（土日・祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時３０分） 

下記の書類を持参し、野田商工会議所にて申請手続きを行ってください。 

【申請時に必要なもの】 

（１）資格更新講習会による更新 

①更新手数料（２，０００円） ②資格更新認定申請書 

（２）通信教育講座による更新 

①更新手数料（２，０００円） ②資格更新認定申請書 

③通信教育講座修了証明書   ④販売士認定証（カード） 

（３）上位資格の取得による更新 

①更新手数料（２，０００円） ②資格更新認定申請書 

③更新対象級と上位級の両方の販売士認定証（カード） 

 

 

 

 

 

http://www.nodacci.or.jp/pdf/hanbaisi-kousinninteisinsei.pdf
http://www.nodacci.or.jp/pdf/hanbaisi-kousinninteisinsei.pdf
http://www.nodacci.or.jp/pdf/hanbaisi-kousinninteisinsei.pdf


Ⅳ．有効期限が終了した販売士資格登録者の更新手続きについて 

何らかの事情により更新手続きを行わなかった（できなかった）場合は、有効期

限終了後１年以内であれば、更新手続きを行いますので、認定証に記載されている

発行団体（商工会議所・商工会連合会）までお申し出いただきますようご案内申し

あげます（ただし、更新手数料は、通常２，０００円のところ、３，０００円とな

ります）。更新方法は、指定通信教育講座の受講・修了のみとなります。 

また、「海外勤務や長期療養等の止むを得ない事情により更新手続きが出来なか

った場合」は、当該事情を証明する書類（パスポートや医師の診断書の写し等）を

提出いただければ、上記有効期限後１年を超えても更新することができます。 

なお、いずれの場合も、更新した資格の有効期間は、更新前の資格有効期限の翌

日から５年間となります。 

 

Ⅴ．新しい認定証の交付について 

当所よりご郵送いたします。（申請日から２ヶ月程度かかります。） 

 

 

  ≪問い合わせ先≫ 
野田商工会議所 検定係 

〒２７８－００３５ 

野田市中野台１６８－１（欅のホール５階） 
TEL：０４－７１２２－３５８５ 

FAX：０４－７１２２－７１８５ 

E-Mail：info@nodacci.or.jp 

 

http://www.nodacci.or.jp/toiawase.html

